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亡■■■■相続財産原 告

同代表者相続財産管理人
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同代表者法務･大臣
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原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
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請求第1

原告の被告に対する別紙年金冒録記載の年金に係る元金合計■■■■■■■■

円の不当利得返還債務が存在しないことを確認する。
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2 事案の概要

本件は，老齢基礎年金及び老齢厚生年金（以下，両者を併せて単に「老齢年

金」 という。 ）を受給していた被相続人■■■■■似下｢亡■■」という。 ）

が■■■■■■■■■■に死亡したにもかかわらず,その後の同年10月’5日，

亡■■名義の預金口座に同年8月分及び9月分の老齢年金合計■■■■■■■■

円（以下『本件年金」 という。 ）が振り込まれたところ，亡■■の相続財産

（法人）である原告が， 旧社会保険庁に代わって被告から委任・委託を受けた

公的年金に係る一連の運営業務を担う特殊法人である日本年金機構から，本件

年金を法律上の原因なく不当に利得したとして，その返還を請求されたため，

原告の被告に対する本件年金相当額の不当利得返還債務の不存在の確認を求め

ている事案である。

1 前提事実（争いのない事実，顕著な事実並びに末尾記載の証拠及び弁論の全

趣旨により容易に認められる事実）

(1) 当事者

γ亡■■■(■■■■■■■■■生)は,■■■■■■■■■に死亡したが，

その相続人のあることが明らかでないことから，その相続財産が法人（以

下｢亡■■拒続財産」という。 ） とされ〈民法9刷条) ，弁護士■■■

■■が亡■■相続財産の相続財産管理人（以下「原告管理人』 という。 ）

・に選任された。 ‘ ・

イ被告は，平成22年1月1日から， 日本年金機構法（平成19年法律第

109号）による改正後の国民年金法109条の10第1項及び厚生年金

保険法100条の10第1項に規定する事務を日本年金機構に委託してい
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(2) 亡■■の老齢年金の受給状況

ア亡■■は，特別支給の老齢厚生年金（平成’2年法律第18号による改

正前の厚生年金保険法附則8条）の裁定を受けるため，昭和6S年4月1
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5日，裁定請求書を提出し， 旧社会保険庁長官から裁定を受け，老齢厚生

年金の給付を受げることとなった。

イ亡■■は,■■■■■■■， 65歳に達したことに津い,上記ｱの

老齢厚生年金の受給資格を喪失したが（厚生年金保険法附則10条) ,同

月19B,裁定請求をし， 同月20B,旧社会保険庁長官から老齢年金

（老齢基礎年金及び老齢厚生年金）の裁定を受け，老齢年金の給付を受け

ることとなった。

ウ亡■■は,■■■■■■に死亡したが,その親族が不明であった

ため，船橋市役所担当職員ば，同月1gEI,旧船橋社会保険事務所に対し，

亡■■に係る「国民年金･厚生年金保険･船員保険．共済年金年金受給

権者死亡届」を提出し，同年1C月s臼，上記死亡届により■に係る

受給権者原簿記録に，死亡による失権との処理がされた。

工ところが，平成20年1○月15日を支払臼とする亡■■の同年8月分

及び同年g月分の老齢年金（本件年金）は，同年9月17曰までに失権と

の処理がされなければ，受給権者が指定した方法で支払われることから，

同年10月15日，東京ｽﾀｰ銀行船橋支店の亡■■名義の預金口座（以

下『本件預金口座』という｡ ）に本件年金として■■■■■■■円が入金
された。

日本年金機構等の催告

ア旧社会保険業務センターは，平成21年11月25日，原告管理人に対

し，本件年金が過払いであるとしてその返納を求める旨の書面（甲1の

1）及び領収済通知書と題する納入告知書(甲1の3の1 ．2)を送付し

た。

イ原告管理人は，上記アの後に旧社会保険庁に電話でその法的根拠の説現

を求めた際に改めて説明するとの回答を受けたところ，平成22年5月2

S日， 日本年金機構から，原告が本件年金の入金相当額の不当利得（民法
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70S条）を受けたとしてその返納を求める旨の「年金給付費の返納につ

いて」と題する同月2s日付け書面〈甲2）を受領した。

． （甲2）

争点及びこれに関する当事者の主張の要旨

本件の争点は,本件年金が亡■■の死亡後に本件預金口座に入金されたこと

について,法律上の原因（民法703条)があるか否か（mの相続財産で

ある原告に本件年金に係る給付を受ける権利があるか否か）であり， これに関

する当事者の主張は次のとおりである。

l) ｡被告の主張の要旨

ア国民年金法及び厚生年金保険法は，その目的に照らすと，給付を受ける

権利（基本権及び支分権（支払期日ごとに給付を受ける権利をいう。以下

同じ。 ） ）が受給権者の一身に専属するものであることを前提としている

から，受給権者が死亡した場合，年金受給権は，基本権たる年金給付を受

ける権利であっても，具体鎗な年金給付を受ける権利（支分権たる受給権。

その中には，死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支結してい

なかった未支給年金の支給（以下，未支給の年金等給付の支給を，その給

付の内容を問わず，単に『未支給給付」という。 ）を受ける権利（以下

『未支給給付を受ける権利』という。 ）が含まれる｡｡ ）であっても，いず

れも相続の対象とはならないと解される（国民年金法19条，厚生年金保

・険法37条参照） 。

したがって，国民年金法及び厚生年金保険法に基づく老齢年金に係る未

支給給付を受ける権利は，受給権者が死亡した場合に相続の対象となるも

のでない以上，当該権利が相続財産に属することはない。

イ以上によれば，亡■■が■■■■■■■■■■■に死亡したことにより，同

女の給付を受ける権利（基本権）及び死亡日後における支払期日ごとに給

付を受ける権利（支分権〉は消滅するから，同日後に同女には給付を受け
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己

る権利は発生しない。そして，亡■■死亡の時点において既に発生し支給

すべき年金で亡■■に支給していなかった同年s月分及び同年g月分の老

齢年金（本件年金）は，未支給給付に該当するところ，亡■■には遺族が

存在せず，本件年金に係る未支給給付を受ける権利を有する者がいないし，

これが相続の対象となるものでもないから，亡■■相続財産である原告に

属することもない。

ウしたがって，原告（亡■■相続財産）は,亡■■の相続財産に属しない

本件年金を受領したものであるから，その利得に法律上の原因がないこと

が明らかである。

原告の主張の要言

ア老齢年金の支給は，それを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め，

権利が消滅した月で鍵わるものとされ，毎年2月， 4月, S月, 8月, 1

G月及び12月の6期に，その前月分までを支払うとされている（国民年

金法18条1項, 3項，厚生年金保険法3S条1項, 3項）ところ，本件

年金は亡■■■の死亡した月とその前買のものであるから，本件年金に係る

未支給給付を受ける権利は既に発生しており，上記のとおむ後払いである

ため,実際の支給(本件預金口座への入金)が亡■の死亡後になったに

すぎない。また，本件年金を原告（亡■相続財産）に支給することは，

亡■■の日常の債務が後払いであることからすると，老齢年金の目的にも

合致する。

したがって,本件年金に係る未支給給付を受ける権利廷,亡■相続財
・産に属するというべきである（したがって，国民年金法19条1項（厚生

年金保険法37条1項）所定の「その死亡した者に支給すべき年金給付

（保険給付）でまだその者に支給しなかったもの」には該当しない。 ） 。

イよって，本件年金の支払が亡■■の死亡後であづたとしても，その点を

理由として原告が本件年金を受領することに法律上の原因がないとはいえ
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ない。

第3 当裁判所の判断

1 受給権者の死亡後における未支給給付を受ける権利について

(1)ア国民年金法は，老齢, ‘障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわ

れることを国民の協同連帯によって防止し， もって健全な国民生活の維持

及び向上に寄与するという目的（同法1条）を達成するため，国民の年金，

障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとするところ（同法2条〉 ，

老齢基礎年金に係る給付を受ける権利は，譲り渡し，担保に供し，又は差

し押さえることができず（同法24条） ， またf老齢基礎年金の受給権は，

受給権者が死亡したときは，消滅する（同法29条）とした上，その死亡

した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあると

きはうその者の配偶者，子，父母，孫，祖父母又は兄弟姉妹であって，そ

の者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは， 自己の名で，そ

の未支給の年金の支給を請求することができる（同法19条1項。なお，

その順位は，同条4項により，同条第噸に規定する順序による。 ）とし

ている。これは，上記の目的に鑑みて，老齢基礎年金は受給権者に支給し

て初めてその懲義を全うすることができるものであるから，給付を受ける

権利（基本権及び支分権）の移転性を否定し，受給権者の死亡後は， これ

が消滅するものとした上，未支給の年金給付があるときは，受給権者の収

入に依拠していた遺族の生活保障を目的として，相読とは別の立場から一

定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであると解される。

また，厚生年金保険法は，労働者の老齢，障害又は死亡について保険給

付を行い，労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与すること

を目的とするところ（同法1条） ，保険給付を受ける権利は，譲り渡し，

担保に供し，又は差し押さえることができず（同法41条） ，また，老齢

厚生年金の受給権は，受給権者が死亡したときは，消滅する（同法45
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条）とした上，その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給

しなかったものがあるときは，その者の配偶者，子，父母，孫，祖父母又

は兄弟姉妹であって，その者の死亡の当時その者と生謡を同じくしていた

ものは， 自己の名で，その未支給の保険給付の支給を請求することができ

る（同法S7条1項。その順位は，同条4項により，同条1項に規定する

順序による。 ）としている。厚生年金保険法の上記の目的に鑑みて，老齢

、厚生年金は受給権者に支給して初めてその意義を全うすることができるも

のであり，同法37条は国民年金法1g条と同様の定め方をしているから，

上記アのような老齢基礎年金の給付を受ける権利に関する解釈は老齢厚生

年金の給付を受ける権利にも妥当するものと解される。

上記(l)によれば，①老齢年金の受給権（未支給給付を受ける権利を含

む。 ）は，受給権者が死亡した時点で消滅し，国民年金法19条及び厚生年

金保険法37条の規定を離れて別途相続の対象となるものではないと解すべ

きである（最高裁判所平成3年（行ヅ）第212号同7年11月7日第三小

法廷判決・民集49巻9号2829頁参照） 。したがって，上記各条所定の

者がいない場合に，その他の相続人が同各条所定の未支給給付を受ける権利

を取得すると解することはできないし，未支給給付を受ける権利が，同各条

を離れて相続の対象となり，相続財産を構成するものとなると解することも

できない。

また，②当該受給権者が死亡した場合において，相続人のあることが明

らかでないときは，その相続財産が法人とされる（民法g'51条）が，その

趣旨は,所定の期間内において相続人を捜索するとともに(同逵952条垂

項， 957条1項, SSS条) ,その期間内に相続人としての権利を主張す

る者がいないときは，相続債権者及び受遣者に対する弁済（同法g57条2

項, g29条～931条等）や特別縁故者に対する相続財産の分与（同法g

SS条の3)を行った上， これらにより処分されなかった相続財産を国庫に
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帰属させること（同法g59条）により，その清算をするためである。仮に

当該受給権者の相続人で国民年金法1g条及び厚生年金保険法37条所定の

者に該当するものがあれば，それらの者は， 自己の名で未支給給付の支給を

裁定請求の方法で請求すれば足りることからすると，当該受給権者が死亡し

た後に未支給の老齢年金をその相続財産（法人）に支払うことは，結局，相

続債権者等に対する弁済等の原資とするためにすぎず,必ずしも当該受給権

者（又は所定の遺族）の生活安定といった上記(1)で説示した国民年金法及

び厚生年金保険法に基づく年金給付及び保険給付の目的に合致するとはいえ

、

■今

ない。

以上によれば，老齢年金の受給権者が死亡し，その相続人のあることが明

らかでないとして，その相続財産が法人とされた場合において，受給権者の

死亡当時,その死亡した者に支給すべき老齢年金でまだその者に支給しなか

ったものがあったとしても，当該老齢年金に係る未支給給付を受ける権利

（支分権）は，受給権者の死亡により当該受給権者に帰属するものとしては

消滅し，相続の対象にならず，当該相続財産に属さないものと解するのが相

当である。

これに対し，原告は，①本件年金に係る給付を受ける権利は，国民年金

法18条1項及び3項並びに厚生年金保険法Se条1項及び3項によれば，

亡■■の死亡時点において既に発生していたものであって，本件年金が亡■

■の死亡後に本件預金口座に入金された時点で，国民年金法1_g条(厚生年

金保険法3γ条）にいう｢その死亡した者に支給すべき年金給付（保険給

付）でまだその者に支給しなかったもの」には該当しない（このように解す

べきことは,国民年金法21条の2及び厚生年金保険法39条の2ｶｵ過誤払

による返還金債権の対象を受給権者の「死亡の日の属する月の翌月以後の

分」に限っていることからも裏付けられる。 ） ，②受給権者の死亡当時に

おいて未支給である本件年金を相続財産とすることは，国民年金法19条又
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I

は厚生年金保険法S7条に定める一定の遺族以外のものが相続人として在る

場合に， これらの者が本件年金により後払瞬である当該受給権者の日常的な

債務〈公共料金等）を支払うことを可能とする点で,､年金生活者の利益とな

る，③国家公務員共済組合法裂5条のように朱支給給付を死亡した受給権

者の相続人に支給すると明文で規定するものや，労働者災害補償保険法のよ

うに国民年金法19条及び厚生年金保険法37条と同様の規定を有しながら，

その解釈（通達）上，死亡した受給権者の相続人を未支給給付の請求権者と

するものがあるから， これらにより老齢年金に係る未支給給付を受ける権利

の相続性が根拠付けられる旨主張するので，以下これらの点について検討す

る。

ア原告の主喪①について

本件年金に係る給付は,亡■■が死亡した時点において，その支給を受

ける権利は既に発生していたが，亡■■にその支給がされていなかったも

のである。亡■■■の死亡後に同人名義の本件口座に本件年金が入金されて

いるが，その時点~で同人は既に権利義務の主体ではなくなっている以上，

上記入金をもって同人への支給があったものということはできない。

確かに，国民年金法は, ､年金給付の支給は，権利が消滅した日の属する

月で終わるものとする〈同法18条1項）一方，毎年量月， 4月, S月，

8月， 10月及び工室月のS期に，それぞれの前月までの分を支払うなど

（同条3項）と定めて後払いとしており，厚生年金保険法3s条1項及び

3項もこれと同内容を定めているため，受給権者が死亡した場合には必ず

未支給の年金給付（保険給付）が生ずることになる。しかし， これらの規

定を前提としつつ，前記(1)のとおり国民年金法及び厚生年金保険法が受

給権者の死亡後における未支給の年金給付（保険給付）の請求権者につい

て相続とは異なる規律を設げていること〈国民年金法19条及び厚生年金

保険法写7条）に照らすと，年金給付の支給を後払いとする国民年金法工
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8条及び厚生年金保険法SS条の規定があるからといづて，後払いとなる

ことから必然的に未支給となったものについては，受給権者の生前に発生

した年金給付（保険給付）を受ける権利が，国民年金法19条又は厚生年

金保険法S7条の規定を離れた相続財産として，受給権者の死亡後も存続

すると解することはできない（上記(2)参照。なお，国民年金法21条の

2及び厚生年金保険法39条の2は，年金給付（年金たる保険給付）の過

誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付

（年金たる保険給付〉があるときは，その支払金の金額を過誤払による返

還金債権の金額に充当することができる旨を定めるところ，その対象とな

る過誤払による返還金債権を受給権者の「死亡の日の属する月の翌月以後

の分」に限って規定しているが,・これは，上記のとおり年金給付（保険給

付）の支給は権利が消滅した日（受給権者が死亡した日）の属する月で終

わることを受けて，受給権者が死亡したために全く受給権者にその支給を

受ける権利が発生する余地がなく，国民年金法19条又は厚生年金保険法

37条の対象となる余地もない年金給付（年金たる保険給付）について過

誤払が行われ返還金を弁済する債務者は国への返還をするほかないとい

う典型的な場合について定めたものにすぎないと考えられ， このことから
キ 4

原告主張のような解釈を導くことはできない。 ） 。

以上によれば，受給権者の死亡当時に存在した未支給の年金給付（保険

給付）は，当該年金給付〈保険給付）を受ける権利が受給権者の死亡によ

りその時点で受給権者に帰属する権利（相続財産）としては消滅する以上，
その後にたまたま当該年金給付（保険給付）に係る支払がされた（特に本

件年金に係る本件預金口座への入金は，前提事実によれば,亡■■に係る

「国民年金･厚生年金保険・船員保険・共済年金年金受給権者死亡届」
T

が旧船橋社会保険事務所に提出された時点（平成ユ9年9月1gB)で中

止することができない状況であったという事情がある。 ）としても，その

旬
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0

ことをもって，当該年金給付（保険給付〉がその死亡した受給権者（又は

その相続主体）に適法に支給されたと評価することはできない。したがっ

て，本件年金に係る給付は，国民年金法19条（厚生年金保険法37条）

にいう『その死亡した者に支給すべき年金給付（保険給付）でまだその者

に支給しなかったもの」に該当するというべきである。

したがって，原告の主張①は，理由がなく採用することができない。

イ原告の主張②について

原告の主張②は,要するに,受給権者の死亡当時未支給であった年金給

付（保険給付〉を受ける権利（支分権）を相続財産に属させることにより，

後払いである受給権者の日常の債務を弁済することができるから，④年

金生活者の利益になり，⑥国民年金法’9条又は厚生年金保険法37条

に該当しない受給権者の相続人の利益にもなるというものである。

しかし，④の点については，仮に受給権者の死亡当時未支給であった年

金給付〈保険給付〉を受ける権利（支分権）が相続財産に属したとしても，

これが受給権者の日常の債務の弁済に充てられるとは限られず， また， こ

れが当該債務の弁済に充てられたとしても， これをより利益を受けるのは

当該債務の債権者であり，死亡した受給権者ではな妻いから，いずれにして

も，年金生活者の利益になるとはいえない。また，③の点については，受

給権者の死亡当時未支給であった年金給付（保険給付）は，国民年金法及

び厚生年金保険法上，一定の遺族に限って支給するものとされている以上

（国民年金法’急条，厚生年金保険法37条) ,その給付をもってこれら

の規定に該当しない受給権者の相続人の利益を保護することは予定されて

いないから， ・これらの者の利益のために当該年金給付を受ける権利（支分

権）が相続財産に属すると解することは，上記各法律の趣旨に沿うも･ので

はないといわざるを得ない。

したがって，原告の主張②は，理由がなく採用することができない。
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原告の主張③について

I 国家公務員共済組合法について

確かに，国家公務員共済組合法45条は， 『受給権者が死亡した場合

において，その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けな

かったものがあるときは，前二条の規定に準じて， これをその者の遺族

（弔慰金又は遺族共済年金については， どれらの給付に係る組合員であ

った者の他の遺族）に支給し，支給すべき遺族がないときは，当該死亡

した者の相続人に支給する。 」と規定している。

しかし，国家公務員共済年金制度は，恩給制度から発展してきたもの

であり，国が，公務員との特別な関係に基づき使用者として公務員又は

その遺族に年金等の給付を行うという性格を有するものであって，国民

年金制度や厚生年金保険制度とは，その由来や性格を異にするものであ

る。なお，恩給法（昭和21年法律第31号による改正前のもの。 10

条1項〉は，恩給権者が死亡したときは，その生存中の恩給で支給を受

けなかったものは， これを所定の遺族に支給するものとしつつ，その遣

族がいないときは，死亡者の相続人に支給する言定めていた（現在の恩

給法（1．条1項）も参照） 。

また，国家公務員共済組合法は，国家公務員及びその遺族の生活の安

定と福祉の向上に寄与するとともに，公務の能率的運営に資することを

.目的とし（同法1条） ，常時勤務に服することを要する国家公務員であ

る職員（同法2条1号）で構成される組合員（同法37条1項）の病気，

負傷，出産，休業，災害，退職，障害若しくは死亡又はその被扶養者の

病気，負傷，出産，死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うもので

あり （同法1条, S1条, 72条等参照) ,給付を受ける権利は，譲り．

渡し，担保に供し，又は差し押さえることができない（同法4g条）と

している。上記のとおり， 同法4S条(43条, 44条）が鼠受給権者
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〃

が死亡した場合の支給未済の給付の受給者の範囲及び順位について，民

、 法所定の相続の場合とは大きく異なった定め方をしていること，国家公

務員共済組合法が国家公務員の遺族の生活の安定と福祉向上に寄与する

ことを目的の一つとしていること等に鑑みれば，同法45条は，死亡し

た国家公務員の収入に依拠していた遺族の生活保障を主たる目的とし，

、これに副次的に相続的要素を加味して，相続とは別の立場で受給者を定

めたものであり，受給者となる遺族又は相続人は，同条により直接固有

の権利として上記給付の受給権を取得するものであって，受給権者の死

亡当時の支払未済の給付を受ける権利が，同条の規定を離れて相続の対

象となり，相続財産に属することを前提とするものではないと解される

（なお‘同条と同様の規定を設ける恩給法10条1項についても，同項

の『相続人」には相続財産管理人を含まないと解されている。乙1了） 。

以上のとおり，国家公務員共済組合法に基づく給付は，国が死亡した

公務員の使用者としての立場にあることに基づいて支給されるものであ

り，同法4S条は，国民年金法に基づく年金給付又は厚生年金保険法に

基づく保険給付とは性質が異なる給付につき，その沿革も踏まえて受給

・者の範囲を定めているものである上，同条も，受給権者の死亡当時の支

払未済の給付を受ける権利が同条の規定を離れて相続の対象となること

を前提とするものでもないと解されるから，同条が支給すべき遺族がな

いときに死亡した者の相続人に支給すると定めていることをもって，国

民年金法及び厚生年金保険法の解釈上，老齢年金に係る未支給給付を受

． ける権利の相続性を肯定した泡，上記未支給銘付につき，明文の規定が

ないままに，支給すべき遺族がないときには相続人に支給すべきものと

解したりすることはできない（まして，相続人がいない場合にも未支給

給付を受ける権利が相続財産となると解することは到底できない。 〉 。

（ｲ） 労働者災害補償保険法について
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確かに，労働者災害補償保険法11条1項は，受給権者の死亡当時の

未支給給付を請求できる者について，国民年金法19条1項又は厚生年

金保険法37条と同犠の規律を定めながら， これに関する昭和41年1

月31日付け基発第73号労働省労働基準局長通達（甲5）では， 『未

支給給付の請求権者がない場合には，保険給付の本来の死亡した受給権

者の相続人がその未支給給付の請求権者となる｡. 』とされている。

しかしながら，そもそも労働者災害補償保険は，労働者が業務上負傷

し，又は疾病にかかった場合には，使用者の労働者に対する無過失責任

による災害補償が認められたこと（労働基準法第9章。なお，使用者は，

当該補償を行った場合においては，同一の事由については，その価額の

限度において民法による損害賠償の責を免覗ることとされている(労働

基準法S4条2項) 。 ）を踏まえ，業務上の事由又は通鋤こよる労働者

の負傷，疾病，障害，死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため，

必要な保険給付を行うものであるから（労働者災害補償保険法1条） ，

同法に基づく保険給付は，前記〈1>のように国民生活の維持，向上を目

的とする国民年金法に基づく年金給付や労働者の生活の安定と福祉の向

上に寄与することを言的とする厚生年金保険法に基づく保険給付とは，

その性質が異なるというべきである。そして，昭和40年法律第1SO

号による改正前の労働者災害補償保険法は，保険給付の受給権者が死亡

した場合において，その者に支給すべき保険給付でまだ支給しなかった

ものがあるときは，特則がある場合を除き，全て受給権者の相続人に支

給することとされていたところ，同改正後の同法は，年金たる保険給付

については，受給権者が死亡した場合に必ず未支給分が生ずるので，保

険給付の大幅年金化を機会に，未支給給付については，その受給権を承

継するにふさわしい者として，受給権者と生計を同じくしていた遺族を

請求権者と規定したが（甲5参照） ，上記のような同法に基づく保険給

》

、し

｡一

。
⑥
廊

谷
。

○ワ
や
口

●
垂
＠

ｓ
画

己
Ｕ

、
。
。
。
。
⑥
。

⑥
。
。
⑥
。

。
。
。

ロ→

阜今

14



付の性質や上記改正前の取扱い等にかんがみ，上記通達は，例外的に，

未支給給付の請求権者がない場合には，死亡した保険給付の本来の受給

権者の相続人がいる限わ，その相続人がその未支給給付の請求権者とな

る扱いとすることを明らかにしたものと解される（なお，相続人がいな

い場合にまで，未支給給付の請求権が相続財産となるものとしていると

までは解されない。 ．） 。

そうすると，労働者災害補償保険法11条及びこれに関する上記通達

の解釈は，前記(1)で説示した国民年金法及び厚生年金保険法の規定の

内容・趣旨・目的に照らしてその前提が異なるというべきであり， これ

らの存在をもって，国民年金法及び厚生年金保険法の解釈上，老齢年金

に係る未支給給付を受ける権利の相続性を肯定したり，上記未支給給付

につき，明文の規定がないままに，支給すべき遺族がないときには相続

人に支給すべきものと解したりすることはできず，少なくとも，相続人

がいない場合にまで未支給給付を受ける権利が相続財産となるものと解

することはできない。

〈ｳ） 以上によれば，原告の主張③は，理由がなく採用することができない。

本件年金に係る不当利得返還請求権の有無について

上記1 (2)で説示した国民年金法及び厚生年金保険法の解釈を踏まえ，本件

ついて検討するに，前提事実によ説ば,亡■■が本件年金に係る未支給給付
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について検討するに，前提事実によ説ば，亡■■が本件年金に係る未支給給付

を受ける権利は,亡■■の死亡により消滅し,亡■■の相続財産に属しないと

ころ,本件年金は,亡■■の死亡後,その支払手続上の制限からその支給を中

止することができないため，本件預金口座に入金されたものであるにすぎず，

これにより亡■■の相続財産（法人〉である原告にこれを保有する資格が生ず

べき理由はないから（原告が未支給給付の請求をすることができる国民年金法

19条又は厚生年金保険法37条所定の遺族ではないことは明らかであり，さ

きに説示したとお”，その他に本件年金を受領することができる根拠となるも

ー

●タ

l5

「



のはない。 ） ，原告が本件年金相当の利得を受減ることに法律上の原因はない

といわざるを得ない。

そうすると，原告は，法律上の原因なく本件年金に相当する額の利得を得て

被告に同額の損失を及ぼしたといえるから（民法7OS条) ,被告は，原告に

対し,本件年金に係る元金合計■■■■■円の不当利得返還請求権を有す
るものということができる。

3結語

よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，訴訟費用の負担に

ついて，行政事件訴訟法7条，民事訴訟法el条を適用して，主文のとおむ判

、p

決する。
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ぐ別紙〉

年金目録

ー

払い過ぎとされる受給権者■■■に係る次の年金

U

年金の種類

支給対象潮間

支給金額

支給 日

老齢基礎年金

平成20年8月分及び同年9月分

■■■■■■■円

平成20年10月15日 一

1

年金の､種類

支給対象獺間

支給金額

厚生年金
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